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平成 24 年 10 月４日

関係各位

建設企画課長

（公印省略）

公共測量における測量計画機関が行う「実施の通知」

について

測量法には、測量計画機関が公共測量を行う場合、あらかじめの

都道府県知事への通知と、通知を受けての都道府県知事の公示が規

定されています。

測量実施に当たり、余裕のある円滑な公示となるよう、年度当初

に国土地理院へ報告する「年度計画」（法 35 条）や、提出する「実

施計画書」（法 36 条）に併せて「通知」を行うなど早めの対応をお

願いします。

なお、測量実施直前の通知については、通知日が作業期間を過ぎ

ることがないよう、また、通知から公示までの事務手続きが 2 週間

程度かかることから、その期間を考慮した通知となるようお願いし

ます。

測量計画機関におかれましては、ご理解･ご協力よろしくお願いし

ます。

【参考：測量法】※39 条による読み替え後

第十四条 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめそ

の地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。

２ 測量計画機関は、公共測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知

事に通知しなければならない。

３ 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これ

を公示しなければならない。

《趣旨》公示によって関係地域の住民に、いつ、どこで公共測量が行われ、その

ために必要な、土地の立入及び通知、障害物の除去、土地の一時使用、土地の

収用又は使用の権利行使が起こりえることを知らせることにあります。

問合せ先：長崎県建設企画課 企画調整班

電話 095-894-3021



文 書 番 号

平成 24 年 10 月 ３日

長崎県知事 殿

測量計画機関長

公共測量の実施について（通知）

△△内において、下記のとおり公共測量を実施しますので測量法

（昭和 24 年法律第 188 号）第 14 条第 1 項・第 39 条の規定に

基づき通知します。

記

1. 作業種類 公共測量（基準点測量及び水準測量）

2. 作業期間 平成 24 年 10 月１９日から

平成 24 年 12 月 20 日まで

3. 作業地域 長崎県△△

【通知事例】

● 作業期間（開始）の前に通知すること

● 通知受付から公示までの事務手続き

期間を考慮すること（2 週間程度）

※早めの通知をお願いします

長 崎 県

２４．１０．５

24 建企第 号



測量業務の流れと公共測量の諸手続

※「事業計画」の報告に併せての「通知」等、早めの対応をお願いします。



公共測量（測量法第５条） 該当フロー

測量に要する費用の全部もしくは一部を国又は公共団体が負担もしくは補助して実施する測量


